
 

公         告 

 

 

県営土地改良事業（文殊南部地区 農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）の計画を変更

したいので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により変更後の計画概要を

公告する。 

 

 

   令和７年１２月８日 

 

福井県知事職務代理者 福井県副知事 中村 保博   

 

 

記 

 

 

 １ 公告すべき書類    （１）土地改良事業変更計画概要書の写し 

                 （２）変更理由および変更内容 

 

 ２ 公告期間        令和７年１２月 ８日から 

                 令和７年１２月１５日まで 

 

 ３ 公告場所        福井市農林水産部農村整備課 

                 福井市農林水産部農村整備課ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


